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NHNエンターテインメントとの資本業務提携及び合弁会社設立 
に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日、NHN Entertainment Corporation（本社：韓国、代表取締役 李 恩祥、以下「NHN

エンターテインメント」）と資本業務提携契約を締結し、合弁会社を設立することに合意いたしました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 合意事項の概要 

（1） NHNエンターテインメントは当社普通株式 290,000株（発行済株式総数の 3.02%）を取得いたし

ます。 

（2） 当社と NHNエンターテインメントは、LINE、Kakao Talk等のメッセンジャープラットフォーム

向けを中心とするスマートフォン向けゲームタイトルを共同で企画・開発・運営することを目的に、

2014年 1月を目処に折半出資による合弁会社を設立いたします。 

 

2. 背景 

 当社はスマートフォンアプリの企画・開発・運営を行うエンターテインメント事業を今後の成長の柱

の 1つと位置付けており、App Store、Google Play、GREEプラットフォーム向けを中心に、国内外で

多数のゲームタイトルをリリースしています。 

 NHNエンターテインメントは、韓国 NHN Corporation（現 Naver Corporation）のゲーム事業部門

（ハンゲーム）が 2013年 8月 1日に分割され発足した、韓国取引所（KRX）に上場している企業です。

PC オンラインゲームを中心に多数のゲームタイトルをリリースしており、現在、世界中で利用者を伸ば

している LINE、Kakao Talk等のメッセンジャープラットフォーム向けタイトルの開発に力を入れてい

ます。 

 両社の強みを活かし、メッセンジャープラットフォーム向けのタイトルを、日本市場、韓国市場を含

む全世界市場に共同で展開することを目的に資本業務提携及び合弁会社設立に合意いたしました。 

 

3. 資本提携の内容 



 NHNエンターテインメントは、当社普通株式 290,000株（発行済株式総数の 3.02%）を、2013年 12

月 9日に、東京証券取引所の立会外取引（ToSTNeT-1）により、既存株主から取得する予定です。 

 なお、今後、NHNエンターテインメントは当社普通株式を持株比率 5%程度まで追加取得する可能性

があります。 

 

4. 合弁会社の概要 

商号 未定 

所在地 名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー 

（当社 本社と同一） 

代表者 代表取締役 中内之公 

（当社 取締役エンターテインメント事業本部長） 

事業内容 メッセンジャープラットフォーム向けを中心とするスマートフォン向けゲーム

タイトルの企画・開発 

資本金 1億 5千万円（資本準備金 1億 5千万円） 

設立予定年月 2014年 1月（予定） 

大株主及び持株比率 当社：50% 

NHN エンターテインメント：50% 

決算期 7月 31日 

 

5. 資本業務提携先の概要 

商号 NHN Entertainment Corporation 

所在地 NHN Ent. Play Museum, 

629 Sampyeong-dong, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, Korea 

代表者 代表取締役 李 恩祥 

設立年月日 2013年 8月 1日 

銘柄コード 181710（韓国 KSE市場） 

当該会社の最近の経営成績 

決算期 2012年 12月期 2013年12月期第3四半期累計期間 

売上高 625,339百万ウォン 477,930百万ウォン 

営業費用 427,614百万ウォン 325,769百万ウォン 

営業利益 197,725百万ウォン 152,160百万ウォン 

 

6. 日程 

 2013年 12月 5日 取締役会決議 

 2013年 12月 6日 資本業務提携契約締結 

 2013年 12月 9日 NHN エンターテインメントによる当社普通株式の取得（予定） 

 2014年 1月      合弁会社設立（予定） 

 

7. 今後の見通し 

 本資本業務提携及び合弁会社設立が当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、

業績見通しに影響があることが判明した場合には速やかに開示いたします。 

以上 


